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規規　　　　　　　　　　則則

栃 木 県 規 則 第 五 十 五 号

災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 十 七 年 七 月 二 十 九 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一

災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

災 害 救 助 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 一 の 部 　 の 項 の ２ 中 「 二 、 四 三 三 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 二 、 三 八 五 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 項 中 ６ を

７ と し 、 ５ を ６ と し 、 ４ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

５ 　 応 急 仮 設 住 宅 の 設 置 に 代 え て 、 賃 貸 住 宅 の 居 室 の 借 上 げ を 実 施 し 、 こ れ ら に 収 容 す る こ と が あ る 。

別 表 第 一 の 六 の 部 　 の 項 中 「 五 一 九 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 五 一 〇 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 八 の 部 　 の 項 中 「 及

び 中 学 校 生 徒 （ 盲 学 校 、 ろ う 学 校 及 び 養 護 学 校 の 小 学 部 児 童 及 び 中 学 部 生 徒 を 含 む 。 ） 」 を 「 （ 盲 学 校 、 ろ う 学

校 及 び 養 護 学 校 （ 以 下 「 特 殊 教 育 諸 学 校 」 と い う 。 ） の 小 学 部 児 童 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 中 学 校 生 徒 （ 中 等 教

育 学 校 の 前 期 課 程 及 び 特 殊 教 育 諸 学 校 の 中 学 部 生 徒 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 高 等 学 校 等 生 徒 （ 高 等 学 校 （ 定

時 制 の 課 程 及 び 通 信 制 の 課 程 を 含 む 。 ） 、 中 等 教 育 学 校 の 後 期 課 程 （ 定 時 制 の 課 程 及 び 通 信 制 の 課 程 を 含 む 。 ） 、

（
二
）

（
三
）

（
一
）
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特 殊 教 育 諸 学 校 の 高 等 部 、 高 等 専 門 学 校 、 専 修 学 校 及 び 各 種 学 校 の 生 徒 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 部

の 項 の １ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 　 教 科 書 代

イ 小 学 校 児 童 及 び 中 学 校 生 徒 　 教 科 書 の 発 行 に 関 す る 臨 時 措 置 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ）

第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 科 書 及 び 教 科 書 以 外 の 教 材 で 、 教 育 委 員 会 に 届 け 出 、 又 は そ の 承 認 を 受 け

て 使 用 す る も の を 給 与 す る た め の 実 費

ロ 　 高 等 学 校 等 生 徒 　 正 規 の 授 業 で 使 用 す る 教 材 を 給 与 す る た め の 実 費

別 表 第 一 の 八 の 部 　 の 項 の ２ に 次 の よ う に 加 え る 。

ハ 　 高 等 学 校 等 生 徒 に あ つ て は 、 一 人 当 た り 、 四 、 八 〇 〇 円

附 　 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 消 防 防 災 課 ）
（
三
）

（
三
）

告告　　　　　　　　　　示示

栃木県告示第498号

結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第１項の規定により、同法第34条及び第35条に規定する医療を

担当する医療機関として、次のとおり指定したので、結核予防法施行令（昭和26年政令第142号）第２条の６

第１項の規定により告示する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

は や ぶ さ 薬 局 栃木県真岡市並木町３－１０－２ 柳 澤 武 美 平成17年4月1日

モ ナ ミ 調 剤 薬 局 栃木県真岡市並木町２－２２－１０ 柳 澤 武 美 平成17年4月1日

藤 ヶ 丘 薬 局 栃 木 県 真 岡 市 荒 町 ３ - ４ ６ － １ ０ 柳 澤 武 美 平成17年4月1日

イエロー・グリーン薬局
も お か 店

栃 木 県 真 岡 市 下 高 間 木 １ ５ ７ 鈴 木 陸 夫 平成17年4月11日

あ さ ひ 町 薬 局 栃木県那須塩原市西朝日町６－４２ 柳 澤 武 美 平成17年4月1日

と ち の 実 薬 局 栃木県那須塩原市西幸町７－１５ 三 森 利 浩 平成17年4月8日

とちの実薬局三島店 栃木県那須塩原市東三島２－８０－５ 三 森 利 浩 平成17年4月8日

みずぬまクリニック 栃木県那須塩原市東三島２－８０－６ 水 谷 裕 光 平成17年4月8日

氏家皮フ科クリニック 栃木県さくら市卯の里4丁目５５－５ 宮 崎 達 也 平成17年4月22日

アルファーム薬局
高 根 沢 店

栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡2478－２ 石 川 清 美 平成17年5月2日

赤 門 調 剤 薬 局 栃 木 県 佐 野 市 亀 井 町 ２ ６ ４ １ 柳 澤 武 美 平成17年4月8日

わたらせ調剤薬局 栃木県足利市上渋垂町３３５－１ 柳 澤 武 美 平成17年4月12日

そ う ご う 薬 局
富 田 店

栃木県足利市多田木町１３４－２ 金 納 健 太 郎 平成17年5月10日
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佐野市国民健康保険
氷 室 診 療 所

栃 木 県 佐 野 市 水 木 町 ８ ９ ２ 番 地
佐 野 市 長
岡 部 正 英

平成17年5月27日

佐野市国民健康保険
常 盤 診 療 所

栃 木 県 佐 野 市 仙 波 町 ７ ７ 番 地
佐 野 市 長
岡 部 正 英

平成17年5月27日

佐野市国民健康保険
飛 駒 診 療 所

栃木県佐野市飛駒町１１９０番地
佐 野 市 長
岡 部 正 英

平成17年5月27日

佐野市国民健康保険
新 合 診 療 所

栃 木 県 佐 野 市 閑 馬 町 ６ ６ ８ 番 地
佐 野 市 長
岡 部 正 英

平成17年5月27日

佐野市国民健康保険
野 上 診 療 所

栃 木 県 佐 野 市 白 岩 町 ３ ６ １ 番 地
佐 野 市 長
岡 部 正 英

平成17年5月27日

㈱ フ レ ン ド
足 利 調 剤 薬 局

栃 木 県 足 利 市 大 町 ７ － ９ 山 口 馨 石 平成17年5月25日

有 限 会 社
ふ れ あ い 薬 局

栃木県上都賀郡西方町金崎３０４－６ 生 井 代 次 平成17年6月1日

名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地 開 設 者 名 廃 止 年 月 日

は や ぶ さ 薬 局 栃木県真岡市並木町３－１０－２ 柳 澤 武 美 平成17年3月31日

モ ナ ミ 調 剤 薬 局 栃木県真岡市並木町２－２２－１０ 柳 澤 武 美 平成17年3月31日

藤 ヶ 丘 薬 局

株式会社カイセイ
わたらせ調剤薬局

あ さ ひ 町 薬 局

葛生町国民健康保険
氷 室 診 療 所

葛生町国民健康保険
常 盤 診 療 所

田沼町国民健康保険
飛 駒 診 療 所

田沼町国民健康保険
新 合 診 療 所

田沼町国民健康保険
野 上 診 療 所

㈱ カ イ セ イ
赤 門 調 剤 薬 局

栃 木 県 真 岡 市 荒 町 ３ - ４ ６ － １ ０

栃木県足利市上渋垂町３３５－１

栃木県那須塩原市西朝日町６－４２

栃木県安蘇郡葛生町大字水木８９２番地

栃木県安蘇郡葛生町大字仙波７７番地

栃木県安蘇郡田沼町大字飛駒１１９０番地

栃木県安蘇郡田沼町大字閑馬６６８番地

栃木県安蘇郡田沼町大字白岩３６１番地

栃 木 県 佐 野 市 亀 井 町 ２ ６ ４ １

柳 澤 武 美

柳 澤 武 美

柳 澤 武 美

葛 生 町 長
立 川 裕 康

葛 生 町 長
立 川 裕 康

田 沼 町 長
小 玉 　 新

田 沼 町 長
小 玉 　 新

田 沼 町 長
小 玉 　 新

柳 澤 武 美

平成17年3月31日

平成17年3月31日

平成17年４月１日

平成17年2月27日

平成17年2月27日

平成17年2月27日

平成17年2月27日

平成17年2月27日

平成17年3月31日

栃木県告示第499号

結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第４項の規定により、次の指定医療機関がその指定を辞退した

ので、結核予防法施行令(昭和26年政令第142号）第２条の６第２項において準用する同条第１項の規定によ

り告示する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

（健 康 増 進 課）

栃木県告示第500号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した



ので、同条第３項の規定により公告する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

土　　地　　改　　良　　区　　名

石 橋 町 外 二 ケ 村 土 地 改 良 区

認　可　年　月　日

平 成 17 年 ７ 月 14 日

栃木県告示第501号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの

で、同条第４項の規定により公告する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

調査を行った
者 の 名 称

調　査　区　域 成　　果　　の　　名　　称 認証年月日

烏 山 町

烏山町大字小木須の一

部

烏山町大字小木須の一部（小木須Ⅳ地区）の

地籍図及び地籍簿
平成17年7月13日

烏山町大字小木須の一

部

烏山町大字小木須の一部（小木須Ⅴ地区）の

地籍図及び地籍簿

益 子 町 益子町大字本沼の一部
益子町大字本沼の一部（本沼Ⅱ地区）の地籍

図及び地籍簿
平成17年7月13日

河 内 町 河内町大字逆面の一部
河内町大字逆面の一部（逆面Ⅱ地区）の地籍

図及び地籍簿
平成17年7月13日

那 須 町
那須町大字寺子乙の一

部

那須町大字寺子乙の一部（上の原Ⅰ地区）の

地籍図及び地籍簿
平成17年7月13日

（農 地 計 画 課）

栃木県告示第502号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、栃木県土木部道路維持課において、平成17年７月29日から同年８月29日まで一般の縦覧

に供する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

Ⅰ

道路の種類　県道

路　線　名　主要地方道　今市氏家線

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区　　　　　　　　　間
敷地の幅員
(メートル) 

延　　 長
(メートル) 

備　考

６６

前
今市市今市字中道1109-1から
今市市今市字中道1155まで

5.8～13.8 180.0

後
今市市今市字中道1109-1から
今市市今市字中道1155まで

9.0～13.8 180.0
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Ⅱ

道路の種類　県道

路　線　名　主要地方道　藤原宇都宮線

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区　　　　　　　　　間
敷地の幅員
(メートル) 

延　　 長
(メートル) 

備　考

６７

前
河内郡河内町大字逆面字萱野413-1から
河内郡河内町大字逆面字萱野411-4まで

10.6～14.7 69.5

後
河内郡河内町大字逆面字萱野413-1から
河内郡河内町大字逆面字萱野411-4まで

13.2～16.2 69.5

Ⅲ

道路の種類　県道

路　線　名　一般県道　笹原二宮線

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区　　　　　　　　　間
敷地の幅員
(メートル) 

延　　 長
(メートル) 

備　考

７８

前
河内郡南河内町大字上吉田字天神東217から
河内郡南河内町大字上吉田字東ノ割501-2まで

16.0～16.8 161.0

後
河内郡南河内町大字上吉田字天神東217から
河内郡南河内町大字上吉田字東ノ割501-2まで

16.0～22.5 161.0

Ⅳ

道路の種類　県道

路　線　名　一般県道　下河戸片岡線

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区　　　　　　　　　間
敷地の幅員
(メートル) 

延　　 長
(メートル) 

備　考

１６１

前
矢板市安沢2532-3から
矢板市安沢2531-1まで

16.4～22.4 89.0

後
矢板市安沢2532-3から
矢板市安沢2531-1まで

16.3～21.6 89.0

Ⅴ

道路の種類　県道

路　線　名　一般県道　仙波鍋山線

道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区　　　　　　　　　間
敷地の幅員
(メートル) 

延　　 長
(メートル) 

備　考

２０２

前
栃木市鍋山町276-5から
栃木市鍋山町142-2まで

6.0～ 9.6 570.0

後Ａ

後Ｂ

栃木市鍋山町276-5から
栃木市鍋山町142-2まで

栃木市鍋山町276-5から
栃木市鍋山町1313-1まで

6.0～ 9.6

7.0～20.0

570.0

767.0

Ａ及びＢは、

関係図面で表

示する敷地の

区分をいう。

栃木県告示第503号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
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その関係図面は、栃木県土木部道路維持課において、平成17年７月29日から同年８月29日まで一般の縦覧

に供する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

整理番号 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 供用開始の期日

６７

７８

１５９

１６１

１６１

主 要 地 方 道

藤 原 宇 都 宮 線

一 般 県 道

笹 原 二 宮 線

一 般 県 道

小 林 逆 面 線

一 般 県 道

下 河 戸 片 岡 線

一 般 県 道

下 河 戸 片 岡 線

河内郡河内町大字逆面字草刈道363から

河内郡河内町大字逆面字萱野411-4まで

河内郡南河内町大字上吉田字天神東240から

河内郡南河内町大字上吉田字東ノ割501-2まで

河内郡河内町大字逆面字池ノ上324-1から

河内郡河内町大字逆面字池ノ上316-1まで

矢板市安沢2532-3から

矢板市安沢2527-1まで

矢板市安沢1908-1から

矢板市安沢1857-3まで

平成17年７月29日

平成17年７月29日

平成17年７月29日

平成17年７月29日

平成17年７月29日

（道 路 維 持 課）

栃木県告示第504号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、次の都市計画事業を認可したので、同法

第62条第１項の規定により告示する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

１　施行者の名称　

那須塩原市

２　都市計画事業の種類及び名称

西那須野都市計画道路事業　３・４・２号 中央通り

３　事業施行期間

平成17年７月29日～平成22年３月31日

４　事業地

(1) 収用の部分

栃木県那須塩原市五軒町、西栄町、南郷屋１丁目、南郷屋２丁目及び南郷屋３丁目 地内

(2) 使用の部分

な　し

（都 市 施 設 課）

栃木県告示第505号

栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第６条の規定により、栃木県収入証紙を売りさばく者

として次の者を指定したので、同条例第14条の規定により公告する。

平成17年７月29日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　
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（出納局会計課）

指定年月日

平成17年７月20日

氏 名 又 は 名 称

社団法人

日本自動車販売協会連合会

栃木県支部

売 り さ ば き 場 所

宇都宮市今宮２－４－６

公公　　　　　　　　　　告告

○特定非営利活動法人の設立の認証の申請

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により次のとおり特定非営利活動法人

の設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定により公告する。

なお、当該申請に係る同項に規定する書類は、栃木県生活環境部文化振興課において縦覧に供する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

申請のあっ
た 年 月 日

平成17年

７月２０日

特定非営利活
動法人の名称

特定非営利活

動法人とちの

木国際芸術文

化センター

代 表 者 の
氏　　　名

増田　榮子

主たる事務所の所在地

栃木県栃木市万町27番

25号

定款に記載された目的

この法人は、文化芸術振

興基本法の前文にも書か

れている「文化芸術は、

人々の創造性をはぐく

み、その表現力を高める

とともに、人々の心のつ

ながりや相互に理解し尊

重し合う土壌を提供し、

多様性を受け入れること

ができる心豊かな活力あ

る社会を形成するもので

ある」の精神に基づき文

化芸術振興、社会教育推

進や街づくりなどにおい

て、著名な芸術家や大学

等教育機関の力を借り

て、地方公共団体や地域

住民との接点となり、そ

の活動を通じて地域社会

に貢献することを目的と

する。

縦覧期限

平成17年

９月２０日

○特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により次のとおり特定非営利活動法人

の定款の変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告す

る。

なお、当該申請に係る同項に規定する書類は、栃木県生活環境部文化振興課において縦覧に供する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一
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申請のあっ
た 年 月 日

平成17年

７月15日

特定非営利活
動法人の名称

特定非営利活

動法人ロマン

いちば

代 表 者 の
氏　　　名

古谷　好正

主たる事務所の所在地

栃木県芳賀郡芳賀町大字

祖母井1080番地芳賀町

商工会内

定款に記載された目的

本法人は、主に芳賀地域

の住民及び事業者に対し

て、暮らしと経済活動の

活性化に関する事業を行

い、もって公益の増進に

寄与することを目的とす

る。

縦覧期限

平成17年

９月14日

（文 化 振 興 課）

○大規模小売店舗の変更の届出

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により大規模小売店舗の変更に関する

届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出

及び添付書類を縦覧に供する。

なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成17年11月29日までに知事に意見書を提出

することができる。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

Ⅰ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

たいらや犬塚店

小山市大字犬塚字谷向846-3(B) 外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

有限会社豊光製作所

小山市大字犬塚998番地22

３　変更の概要

変　更　事　項

大規模小売店舗において

小売業を行う者の開店時

刻及び閉店時刻

来客が駐車場を利用する

ことができる時間帯

変　 更　 前

開店時刻　午前９時

閉店時刻　午後9時45分

午前８時30分から

午後10時まで

変　 更　 後

開店時刻　午前９時

閉店時刻　午前０時

午前８時30分から

午前０時15分まで

変　更　年　月　日

平成17年８月１日

４　届出年月日

平成17年７月15日

５　縦覧場所

栃木県商工労働観光部経営支援課

Ⅱ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

ファッションセンターしまむら足利五十部店

足利市五十部町字町田249 外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

鶴貝平吉

足利市鹿島町351番地

３　変更の概要
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４　届出年月日

平成17年７月12日

５　縦覧場所

栃木県商工労働観光部経営支援課

変　更　事　項

荷さばき施設において荷

さばきを行うことができ

る時間帯

変　 更　 前

午前９時から

午前１時まで

変　 更　 後

午前９時から

午後10時まで

変　更　年　月　日

平成17年８月９日

○大規模小売店舗の新設の届出に係る意見の概要

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小

売店舗の新設に関する届出についての同条第１項及び第２項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当

該意見を平成17年８月29日まで栃木県商工労働観光部経営支援課において縦覧に供する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

Ⅰ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

ワンダーグー大田原店

大田原市若松町1650番10外

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 　 町 　 村 　 名

大 　 田 　 原 　 市

意 　 　 見 　 　 の 　 　 概 　 　 要

意 　 　 　 見 　 　 　 な 　 　 　 し

Ⅱ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンスーパーセンター真岡店

真岡市台町字丸山2668番２外

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

３　法第８条第２項の規定による意見の概要

市 　 町 　 村 　 名

真 岡 市

意 　 　 見 　 　 の 　 　 概 　 　 要

意 　 　 　 見 　 　 　 な 　 　 　 し

配 慮 す べ き 事 項

駐車場の利用その他による大規模小

売店舗の周辺住民の利便及び商業そ

の他の業務の利便の確保のために配

慮すべき事項

意 　 　 見 　 　 の 　 　 概 　 　 要

出店に伴い真岡市荒町地区の交通量増加が見込まれるので、

安全対策を取るよう要望する。

Ⅲ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

コジマＮＥＷ佐野店

佐野市佐野新都市土地区画整理事業区内100街区１外
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市 　 町 　 村 　 名

佐 野 市

意 　 　 見 　 　 の 　 　 概 　 　 要

意 　 　 　 見 　 　 　 な 　 　 　 し

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

○大規模小売店舗の変更の届出に係る意見の概要

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第３項の規定により、大規模小

売店舗の変更に関する届出についての同条第１項の規定による意見の概要を次のとおり公告し、当該意見を平

成17年８月29日まで栃木県商工労働観光部経営支援課において縦覧に供する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

Ⅰ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤマダ電機テックランド栃木店

栃木市箱森町689番地外

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 　 町 　 村 　 名

栃 木 市

意 　 　 見 　 　 の 　 　 概 　 　 要

意 　 　 　 見 　 　 　 な 　 　 　 し

Ⅱ

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

ヨークベニマル細谷店

宇都宮市細谷町370番地１外

２　法第８条第１項の規定による意見の概要

市 　 町 　 村 　 名

宇 都 宮 市

意 　 　 見 　 　 の 　 　 概 　 　 要

意 　 　 　 見 　 　 　 な 　 　 　 し

（経 営 支 援 課）

○患畜の届出

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し

た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

家畜伝染病
の 種 類

ヨ ー ネ 病

家 畜 の
種 類

牛

患畜又は疑似
患畜の区分

患 　 畜

頭羽群数

１頭

発 生 の 場 所
又 は 区 域

那 須 塩 原 市

発生年月日

平成17年7月12日

経 過 及 び
転 帰

法 令 殺

○疑似患畜の届出

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が疑似患畜となったことを発

見した旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一
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家畜伝染病
の 種 類

ヨ ー ネ 病

結 核 病

家 畜 の
種 類

牛

牛

患畜又は疑似
患畜の区分

疑 似 患 畜

疑 似 患 畜

頭羽群数

１頭

２頭

発 生 の 場 所
又 は 区 域

那 須 町

那 須 町

発生年月日

平成17年7月13日

平成17年7月14日

経 過 及 び
転 帰

隔 離 中

隔 離 中

（畜 産 振 興 課）

○開発行為の工事完了

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査

済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。

平成17年７月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一

開　　　発　　　区　　　域

（工区に含まれる地域の名称）

河内郡南河内町大字薬師寺字舘ノ前
2291番5

河内郡南河内町大字薬師寺字下原1090
番2

河内郡河内町大字下田原字町田1013番
11、1013番12

河内郡南河内町大字薬師寺字稲荷台
815番5

河内郡南河内町大字仁良川字中谷1580
番17

鹿沼市玉田町字笛吹川原325番15、16、
326番2、3、4、327番3 

鹿沼市上奈良部町字東原2番80

真岡市飯貝字坪ノ内552番1、552番5、
552番6、552番8

芳賀郡芳賀町大字東水沼3537番

那須塩原市南赤田238-127、-658、-
659、-660、-665

那須塩原市下永田七丁目1090

佐野市赤坂町970番4、970番5、970
番6

佐野市植上町字新屋敷町1646番1、

開　発　許　可　を　受　け　た　者

住　　　　　　　　　　所

河内郡南河内町大字本吉田1117番地7

河内郡南河内町緑五丁目18番4
スウィートガーデンＢ102

宇都宮市陽東五丁目23番2号
プラザハイツＡ201号

河内郡南河内町緑二丁目20番11
ファミーユハイツＩ-102号

下都賀郡国分寺町駅東三丁目5番33号

鹿沼市玉田町325番地2

宇都宮市上戸祭四丁目9番15号

真岡市飯貝552番地5

芳賀郡芳賀町大字東水沼1010番地

那須塩原市南赤田238

那須塩原市西原町9-17 

佐野市浅沼町567番地7

埼玉県蓮田市東二丁目7番地19

氏　　　　　名

野 口 　 美 代 子

佐 藤 　 忠
佐 藤 　 代 枝

齋 藤 　 教 良

吉 田 　 秀 喜
吉 田 　 裕 美

飯 野 　 真 司

小 池 　 一 子

大 貫 　 茂 生
大 貫 　 し の ぶ

桑 原 　 光 男

菊 地 　 博 之

瀧 沢 　 巖

有 限 会 社
那須クリエーション

関 東 ハ ウ ジ ン グ
株 式 会 社

有 限 会 社

平成17年７月29日　金曜日 第1686号（765）栃　木　県　公　報



1646番6、1646番7

佐野市赤見町字宮合4839番3、4839番
4、4839番7、4840番2

佐野市赤見町字蓮沼1747番5

佐野市寺久保町704番地

佐野市赤見町1748番地

川 端 工 務 店

長 　 和 巳

山 根 　 郁 代

(都 市 計 画 課)

雑雑　　　　　　　　　　報報

○平成16年度栃木県市町村職員共済組合決算の要旨

栃木県市町村職員共済組合定款第41条の規定に基づき、平成16年度決算の要旨を公告する。

平成17年７月29日

栃木県市町村職員共済組合

理事長　　猪　　瀬　　成　　男
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労労 働働 委委 員員 会会

栃木県労働委員会告示第４号

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第10条の規定により、次の者をあっせん員候補者として委嘱した

ので、労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第478号）第４条及び労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会

規則第１号）第68条第１項の規定により公示する。

平成17年７月29日

栃木県労働委員会会長　小　　沼　　洸 一 郎

氏　　名 職　　　　　　　　　業 閲　　　　　　　　　歴 委　　嘱

小沼洸一郎
弁護士
栃木県労働委員会委員（公益委員）

日本弁護士連合会副会長
昭和
61.10.16

杉原　弘修
宇都宮大学国際学部教授
栃木県労働委員会委員（公益委員）

宇都宮大学教養部教授
昭和
60. 7.18

斉藤　朴旦
宇都宮大学監事
栃木県労働委員会委員（公益委員）

栃木県理事
平成
15. 7.16

白井 裕己
弁護士
栃木県労働委員会委員（公益委員）

栃木県弁護士会会長
平成
11. 7.14

横山　幸子
弁護士
栃木県労働委員会委員（公益委員）

東京地方検察庁検事
平成
15. 7.16

伊藤 大右
日本労働組合総連合会栃木県連合会副会
長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

全国一般労働組合栃木地方本部委員長
平成
9. 7.14

宮路　 清
日本労働組合総連合会栃木県連合会副会
長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

ＪＡＭ栃木執行委員長
平成
11. 7.14  

伍井 邦夫
日本労働組合総連合会栃木県連合会会長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

日本労働組合総連合会栃木県連合会会
長代行

平成
15. 7.16

柴 里子
情報産業労働組合連合会栃木県協議会副
議長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

ＮＴＴ労働組合北関東総支部執行委員
平成
17. 7.19  

板橋　賢二
日本労働組合総連合会栃木県連合会事務
局長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

電機連合栃木地方協議会事務局長
平成
15. 7.16

笹沼　 収
北関東綜合警備保障㈱取締役経理部長兼
人事部長
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

北関東綜合警備保障㈱取締役
平成
17. 7.19

保坂　正之
関東交通㈱執行役員
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

関東自動車㈱取締役副社長
平成
15. 7.16  

吉澤慎太郎
吉澤石灰工業㈱代表取締役社長
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

吉澤石灰工業㈱副社長
平成
13. 7.16  

片柳　明子
㈱八百半商店取締役副社長
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

㈱八百半商店取締役副社長
平成
17. 7.19  

石塚 洋史
(社)栃木県経営者協会専務理事
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

㈱足利銀行矢板支店長兼塩谷支店長
平成
17. 7.19

森田 一穗 日本労働組合総連合会栃木県連合会顧問
日本労働組合総連合会栃木県連合会会長
栃木県労働委員会委員（労働者委員）

昭和
63.11. 2

村島 英夫 (社)栃木県経営者協会常任顧問
(社)栃木県経営者協会専務理事
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

昭和
63. 7. 7  
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毎週火・金曜日発行

当日が休日に当たる
と き は そ の 翌 日

栃　　　　木　　　　県
発　行　人

郵便番号320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号

新日本印刷株式会社
印　刷　所

郵便番号320-0831 宇都宮市新町１丁目７番３号

購読料１カ月2,900円（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

渡邊 佳靖 栃木富士産業㈱監査役
栃木富士産業㈱常勤監査役
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

平成
7. 7.12  

冨山 典子 作新学院大学女子短期大学部教授
作新学院幼稚園長
栃木県労働委員会委員（使用者委員）

平成
13. 7.16

黒　日出雄 栃木県労働委員会事務局長 栃木県企画部次長兼企画調整課長
平成
17. 4. 6

萩野谷　肇 栃木県労働委員会事務局審査調整課長 栃木県自治研修所長
平成
16. 4. 8

山中　　晃
栃木県労働委員会事務局審査調整課長補
佐

栃木県生活環境部国際交流課長補佐
平成
17. 4. 6

床井　信一

大木　　徳

梶屋　　明

関根　　紘

栃木県宇都宮労政事務所長

栃木県小山労政事務所長

栃木県大田原労政事務所長

栃木県足利労政事務所長

栃木県商工労働観光部商工振興課産業
基盤整備室長

栃木県消防学校主幹兼教頭

栃木県土木部監理課主幹兼課長補佐

栃木県総務部管財課主幹兼課長補佐

平成
16. 4. 8

平成
15. 4. 3

平成
16. 4. 8

平成
15. 4. 3

正正　　　　　　　　　　誤誤
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第 二 十 条 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車
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